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１ はじめに

２ 教育相談体制の充実について

３ 「架空事例検討」仲間外し・無視

４ 質問

５ おわりに

児童生徒を取り巻く環境
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関係機関との連携
困難な状況で学校だけでは対応できない時こそ、関係機関につないで
いきましょう。教職員だけでなく、子ども・保護者も必要としているのに
活用できていない機関があります。SSWの力を借りるなどして、支援に
合った関係機関と連携してみてはどうですか。
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教育支援センター
（適応指導教室）

教育相談（児童生徒理解）

・児童生徒、保護者、教職員、関係機関から

・全体へのアンケートの実施 など

児童生徒の変化、サインに気付く・情報収集

アセスメント

必要としている援助を適切に見極め

共通理解・支援の方向性
・それぞれの役割、専門家との連携

・ケース会議の実施 など

架空事例 小学校４年生 女子児童

Ａ（小学校４年女子）は，クラスでいつもＢと一緒にいた。

あるとき，ＣがＢを連れて行ってしまい，Ａは一人になっ
てしまった。

翌日，Ａが別のＤやＥと一緒に話していると，Ｃが「おも
しろいものがあるよ」とＤやＥを誘った。

時々Ａの方を見ながら，みんなで笑って話している。

Ａは，みんなが自分のことを話しているような気がして，
それ以降，他の人の視線も気になるようになった。

事例検討

事例

架空事例 小学校４年生 女子児童

Ａは自分から話すことが少なく，小さい頃から友達に頼っ
て行動するところがある。

３歳児健診でコミュニケーションの苦手さを指摘され，幼
稚園入園まで親子で保健センターの指導を受けていた。

事例検討

小学校入学までの様子（幼稚園からの申し送り）



架空事例 小学校４年生 女子児童

５歳の頃から児童発達支援事業所に通うようになり，小学
校に入学してからも同じ事業所で放課後等デイサービスを利
用している。

知能検査（WISC-Ⅳ）を受けたところ，全検査IQ（FSIQ）
は７８，言語理解は比較的高く，知覚推理が低かった。宿題
は放課後等デイサービスで済ませている。

事例検討

関係機関での様子

架空事例 小学校４年生 女子児童

授業内容を理解することがやや難しくなり，保護者は学校
の個人懇談で担任から特別支援学級の見学を勧められていた。

家庭での生活は特に問題はない。

両親とも仕事が忙しく，Ａとの会話は食事時にテレビを見
ながら話す程度である。

事例検討

保護者との面談状況・家庭での様子

架空事例 小学校４年生 女子児童

このクラスでは女子児童の間で誰かを仲間外しすることが
繰り返され，子どもたちや保護者から担任に相談されること
が続いていた。

事例検討

学級の様子

専門家からの助言



専門家からの助言 専門家からの助言

専門家からの助言

Ａさん

今後の関わり（一例）

Ａさんの保護者

学級
放課後等
デイサービス

スクール
ソーシャルワーカー

スクールカウンセラー

個別面談

関係機関との連携

アウトリーチ支援

教育相談
コーディネーター

情報の集約、関係機関との連携
会議の設定

養護教諭
特別支援コーディネーター

見守り、相談
コミュニケーション
トレーニング

学級担任学年主任、学年団
生徒指導主事

見守り、相談、指導
見守り、相談、指導



３Ｓ連携活動事例集

人権教育課ＨＰより
ダウンロード可能

３Ｓ連携活動事例集

スクールカウンセラーの活用
心理の専門家である公認心理師、臨床心理士を学校へ派遣し、
不登校、いじめや暴力行為などの児童生徒の問題行動等の未然
防止や解決に向け、児童生徒、保護者、教職員に対する相談活
動を実施します。
また、校内研修、学校におけるいじめの防止等の対策のため

の組織においても、心理の専門家として積極的に活用してくだ
さい。

スクールソーシャルワーカーの活用
いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待、ヤングケアラーな

ど生徒指導上の課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知
識･技能を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて
支援を行うスクールソーシャルワーカーを市町村教育委員会、
県立学校に配置・派遣しています。

○拠点校 ９７校（公立学校、教育支援センター等）に配置
○常勤的配置 ３校 ○要請派遣 ○緊急支援派遣

○２４市町村教育委員会、県立学校１校に配置

【目的】
法律の専門家である弁護士が、その専門的知識・経験に基づき、学校において法的側

面からのいじめ予防教育や法的相談への対応を行うことにより，いじめなどの諸課題の
解決に資する。

【対象】 県内の公立小・中学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校

スクールロイヤー活用事業

【事業内容】
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学校問題解決支援チーム派遣事業

阿波っ子スクールサポートチーム
（ＡＳＳＴ）の派遣

一人で抱えこまなくていいです。
ささいな問題でも共有できる仲間、
解決に向かい行動できる雰囲気
をつくっていきましょう！！

５ おわりに

ご清聴ありがとうございました


